
朝倉市ゼロカーボン推進補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 地球温暖化対策を推進し、ゼロカーボンシティを実現するため、再生可能エ

ネルギー設備等を導入する個人に対し、市が予算の範囲内で交付するゼロカーボン

推進補助金（以下「補助金」という。）については、朝倉市補助金等交付規則（平

成１８年朝倉市規則第４４号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによ

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するものをいう。 

 （２） 併用住宅 一の建築物に自己の居住の用に供する部分及び店舗又は事務所

の用に供する部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存

するものをいう。 

 （３） 太陽光発電設備 財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証

相当の認証を受けたもので、発電された電力が個人住宅又は併用住宅（以下「住

宅等」という。）で使用される設備をいう。 

 （４） 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、

内燃機関を併用しない４輪以上の自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料

の種類が電気であることが記載されているものをいう。 

 （５） 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動

される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない４輪以上の自動車で、自動

車検査証に当該自動車の燃料の種類が圧縮水素であることが記載されているも

のをいう。 

 （６） 電気自動車等 電気自動車又は燃料電池自動車をいう。 

 （７） 電気自動車充給電設備（Ｖ２Ｈ） 電気自動車等に搭載されている蓄電池

から分電盤を通じて住宅等に電気を送るなど、電気自動車等と住宅等の電気を

相互に供給できるようにする設備をいう。 

 （８） ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ） 外皮の高断熱化及び高効



率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネル

ギー消費量が正味ゼロ又はマイナスの住宅をいい、次の表の判断基準を満たす

住宅をいう。 

 住宅の種類  判断基準 

ＺＥＨ 次のアからエまでの全てに適合すること 

ア ＺＥＨ強化外皮基準（地域区分６地域の平成

２８年省エネルギー基準を満たした上で、外皮

平均熱貫流率（UA値）０．６０以下） 

イ 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネ

ルギー消費量から２０パーセント以上の一次エ

ネルギー消費量削減 

ウ 再生可能エネルギーを導入（容量不問） 

エ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エ

ネルギー消費量から１００パーセント以上の一

次エネルギー消費量削減 

（９） ニアリー・ゼッチ（ＮｅａｒｌｙＺＥＨ） ＺＥＨを見据えた先進住宅と

して、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネル

ギー等により年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅をいい、次の

表の判断基準を満たす住宅をいう。 

 住宅の種類  判断基準 

ＮｅａｒｌｙＺＥＨ 次のアからエまでの全てに適合すること 

ア ＺＥＨ強化外皮基準（地域区分６地域の平成

２８年省エネルギー基準を満たした上で、外皮

平均熱貫流率（UA値）０．６０以下） 

イ 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネ

ルギー消費量から２０パーセント以上の一次エ

ネルギー消費量削減 

ウ 再生可能エネルギーを導入（容量不問） 

エ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネ



ルギー消費量から７５パーセント以上１００パ

ーセント未満の一次エネルギー消費量削減 

 （補助対象者） 

第３条 補助金を交付する対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次条に

規定する補助対象設備等を設置し、購入し、又は建築し、若しくは改築する者であ

って、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

 （１） 市内に住所を有すること又は第９条に規定する実績報告書の提出までに市

内に住所を有する予定であること。 

（２） 市税を滞納していないこと。 

（３） 同一世帯に属する者及び生計同一者全員が、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団

員でないこと。 

 （補助対象設備） 

第４条 補助の対象となる設備（以下「補助対象設備等」という。）、補助要件及び

補助金の額は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の交付の回数は、補助対象者の属する世帯ごとに同一の補助対象設備等に

つき１回を限度とする。 

 （工事等の着手等） 

第５条 補助の対象となる事業は、補助対象設備等の設置、購入又は建築若しくは改

築（以下「設置等」という。）に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け（Ｚ

ＥＨ及びＮｅａｒｌｙＺＥＨの場合を除く。）、かつ、当該交付決定の日の属する

年度の３月２０日（その日が閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日）のいずれ

か早い日までに、次の表の左欄に掲げる補助対象設備等の区分に応じ、同表の右欄

に掲げる設置等に係る手続がなされている事業とする。 

補助対象設備等の区分 設置等に係る手続 

太陽光発電設備 住宅等への設備の設置及び電力会社との電力受給契約

の締結 

電気自動車等 車両の購入及び納車 

Ｖ２Ｈ 住宅等への設備の設置 



ＺＥＨ及びＮｅａｒｌｙ

ＺＥＨ 

建築若しくは改築に係る工事の完了又は購入による建

築物の引き渡し 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

ゼロカーボン推進補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 申請者の市税の滞納がないことの証明書の写し又は非課税証明書の写し（ 

発行日から３箇月以内のものに限る。） 

 （２） 申請者の住民票の写し（発行日から１箇月以内のものに限る。） 

 （３） 同意書（様式第２号） 

 （４） 次の表の左欄に掲げる補助対象設備等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

書類 

補助対象設備等の区

分 

交付申請書に添付する書類 

太陽光発電設備 （１） 太陽光発電設備を設置する住宅等の位置図（ 

付近見取図） 

（２） 太陽光発電設備を設置する住宅等の工事着手

前の写真 

（３） 太陽光発電設備の規格を示すカタログ又は仕

様書等 

（４） 太陽光発電設備の設置に係る経費の内訳が分

かる見積書の写し 

（５） 太陽光発電設備を設置する住宅等の所有者の

承諾書（様式第３号。申請者が住宅等の所有者で

ない場合に限る。） 

電気自動車等 （１） 車両の購入に係る見積書の写し 

（２） 車両の使用の本拠の位置の住宅等の位置図（ 

付近見取図） 

（３） 車両の仕様が分かるカタログ等 



（４） 使用の本拠の位置の住宅等にＶ２Ｈが設置さ

れていることが分かる写真及びＶ２Ｈの規格等が

分かる書類又はカタログ等（申請時に未設置の場

合を除く。） 

（５） 使用の本拠の位置の住宅等に太陽光発電設備

が設置されていることが分かる写真及び電力会社

との電力受給契約書の写し（申請時に未設置の場

合を除く。） 

Ｖ２Ｈ （１） Ｖ２Ｈを設置する住宅等の位置図（付近見取

図） 

（２） Ｖ２Ｈを設置する住宅等の工事着手前の写真

（３） Ｖ２Ｈの設置に係る平面図 

（４） Ｖ２Ｈの規格等が分かる書類又はカタログ等 

（５） Ｖ２Ｈの設置に係る経費の内訳が分かる見積

書の写し 

（６） Ｖ２Ｈを設置する住宅等に太陽光発電設備が

設置されていることが分かる写真及び電力会社と

の電力受給契約書の写し（申請時に未設置の場合

を除く。） 

（７） Ｖ２Ｈを設置する住宅等の所有者の承諾書（ 

様式第３号。申請者が住宅等の所有者でない場合

に限る。） 

ＺＥＨ及びＮｅａｒ

ｌｙＺＥＨ 

（１） ＺＥＨ又はＮｅａｒｌｙＺＥＨであること及

び一次エネルギー消費削減率が記載された建築物

省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）評価書（ 

以下「ＢＥＬＳ評価書」という。）の写し（住宅

が未完成の場合を除く。） 

（２） 住宅に係る契約書の写し 

（３） 住宅の場所を示す地図 



（４） 住宅の全体写真及び導入した太陽光発電設備

等の再生可能エネルギー設備の写真（住宅が未完

成の場合を除く。） 

 （５） その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定及び通知） 

第７条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、補助金交付の可

否を決定し、ゼロカーボン推進補助金（交付・不交付）決定通知書（様式第４号。

以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

 （補助事業の変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）

は、交付申請書の内容を変更するとき、又はやむを得ない理由により設備等の設置

等を中止するときは、速やかにゼロカーボン推進計画変更等申請書（様式第５号。

以下「変更等申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 （１） 変更する内容を確認することができる書類 

 （２） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、変更等申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、ゼロカーボン推進補助金変更等承認通知書（様式第６号）により決定者に

通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 決定者は、補助対象設備等の設置が完了したときは、事業が完了した日から

起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の３月２０日（そ

の日が閉庁日に当たるときは、その直前の開庁日）のいずれか早い日までに、ゼロ

カーボン推進補助金実績報告書（様式第７号。以下「実績報告書」という。）に次

の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） 補助対象設備等の設置等状況を確認することができる写真 

 （２） 補助対象設備等の設置等に係る費用の領収書の写し及び設置等に係る費用 

の内訳が分かる書類（補助対象設備設置等に係る費用が確認できるものに限る。 

 （３） 事業完了後に発行された申請者の住民票の写し（補助金の交付申請時に申

請者が市外に居住していた場合で、市内へ転入後のものに限る。） 

） 



 （４） 次の表の左欄に掲げる補助対象設備等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

書類 

補助対象設備等の区

分 

実績報告書に添付する書類 

太陽光発電設備 （１） 電力会社との電力受給契約書又は電力受給開

始のお知らせの写し 

電気自動車等 （１） 自動車検査証の写し（電子車検証の場合は、

自動車検証記録事項の写しを併せるものとする。 

（２） 使用の本拠の位置の住宅等にＶ２Ｈが設置さ

れていることが分かる写真及びＶ２Ｈの規格等が

分かる書類又はカタログ等（未設置の場合及び申

請時に提出している場合を除く。） 

（３） 使用の本拠の位置の住宅等に太陽光発電設備

が設置されていることが分かる写真及び電力会社

との電力受給契約書の写し（未設置の場合及び申

請時に提出している場合を除く。） 

Ｖ２Ｈ （１） Ｖ２Ｈを設置した住宅等に太陽光発電設備が

設置されていることが分かる写真及び電力会社と

の電力受給契約書の写し（未設置の場合及び申請

時に提出している場合を除く。） 

ＺＥＨ及びＮｅａｒ

ｌｙＺＥＨ 

（１） ＢＥＬＳ評価書の写し（申請時に未提出の場

合に限る。） 

 （５） その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、書類の審査及び現地調査を行

い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額

を確定し、ゼロカーボン推進補助金確定通知書（様式第８号。以下「確定通知書」

という。）により決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１１条 確定通知書を受けた決定者は、補助金を請求するときは、ゼロカーボン推

） 



進補助金請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付の取消し） 

第１２条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

 （３） 補助金を交付する条件に違反したとき。 

 （４） 関係法令又はこの要綱に違反したとき。 

 （５） 実績報告書その他の書類を期限内に提出しないとき。 

 （６） 変更等申請書の記載内容を審査した結果、補助金の交付対象としないとき。 

 （７） その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消すときは、ゼロカーボン推進補

助金交付取消通知書（様式第１０号）により決定者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

 （手続の代行） 

第１４条 申請者は、補助金交付の申請等の手続について、補助対象設備等を販売す

る業者、工事施工業者及び住宅建設業者等（以下これらを「手続代行者」という。）

に対して代行を委任することができる。 

２ 申請者は、前項の規定により手続の代行を委任する場合は、交付申請書に必要事

項を記載し提出しなければならない。 

３ 手続代行者は、委任された手続を、誠意を持って対応するものとする。 

 （その他） 

第１５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



別表（第４条関係） 

補助対象設備等 補助要件 補助金の額 

太陽光発電設備 次に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。 

（１） 市内の既存又は新築の個

人住宅（併用住宅の場合にあ

っては、居住部分が全体の３

分の１以上であること。） 

（２） 次に掲げる値のいずれか

小さい値が１０キロワット未

満であること。 

ア 太陽電池モジュールの最

大出力合計値 

イ パワーコンディショナー

の定格出力合計値 

（３） 発電設備による発電量の

うち、当該住宅等における使

用量を超える余剰電力を電力

会社へ送電できるように連携

すること。 

（４） 既にシステムが設置され 

増設分でないこと。 

（５） 未使用品であり、かつ、

リース品でないこと。 

対象設備の最大出力の値（ 

出力の単位はキロワットと

し、交付申請時においては

補助要件の欄第２号ア又は

イのいずれか小さい値とし 

実績報告時においては電力

受給契約における最大出力

の値とする。この場合にお

いて、その値に小数点以下

第２位未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。 

に１０，０００円を乗じて

得た額（１，０００円未満

の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる。）とし、

８０，０００円を上限とす

る。 

電気自動車等 次に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。 

（１） 自動車検査証の自家用・

事業用の別の欄が「自家用」

であること。 

１件につき３０，０００円 

ただし、使用の本拠の位置

の住宅等に太陽光発電設備

が設置され、電力会社との

電力受給契約が結ばれてい

。 

、 

、 

） 



（２） 申請者が自動車検査証の

所有者となっていること。た

だし、割賦による取得の場合

は使用者となっていること。 

（３） 申請者の住民登録地に使

用の本拠を置いていること。 

（４） Ｖ２Ｈを経由して電力を

取り出すことができる車両で

あること。 

（５） 未使用品であり、かつ、

リース品でないこと。 

る場合及びＶ２Ｈが設置さ

れている場合は、１件につ

き１００，０００円 

Ｖ２Ｈ 次に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。 

（１） 電気自動車等から電力を

取り出し、分電盤を通じて住

宅等の電力として使用するた

めに必要な機能を有するもの

であること。 

（２） 市内の住宅等に設置する

設備であること。 

（３） 国が行うクリーンエネル

ギー自動車導入促進補助金（ 

Ｖ２Ｈ充放電設備補助）の補

助対象設備となっていること 

（４） 未使用品であり、かつ、

リース品でないこと。 

購入設置に係る費用の額（ 

消費税等を含む。）に１０

パーセントの割合を乗じて

得た額（当該額に１，００

０円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額と

する。）とし、５０，００

０円を上限とする。ただし 

設置する住宅等に太陽光発

電設備が設置され、電力会

社との電力受給契約が結ば

れている場合は、７０，０

００円を上限とする。 

ＺＥＨ及びＮｅ

ａｒｌｙＺＥＨ 

次に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。 

（１） ＺＥＨの新築、ＺＥＨの

住宅の延床面積に３，００

０円を乗じた得た額（当該

額に１，０００円未満の端

、 

。 



新築建売住宅の購入又は太陽

光発電設備の設置を伴う既存

住宅のＺＥＨへの改築である

こと。 

（２） 建築物省エネルギー性能

表示制度（ＢＥＬＳ）におい

て、ＺＥＨであることを証明

できる住宅であること。 

（３） 太陽光発電設備に係る補

助金の交付申請を行っていな

いこと。 

（４） 本市における他の補助制

度の対象となっていないこと 

（５） 申請者が居住する市内の

個人住宅であること。 

数があるときは、これを切

り捨てた額とする。）とし 

３００，０００円を上限と

する。ただし、Ｎｅａｒｌ

ｙＺＥＨの場合は、住宅の

延床面積に１，０００円を

乗じて得た額（当該額に１ 

０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた

額とする。）とし、１００ 

０００円を上限とする。 

 

、 

， 

。 

， 


